
特定非営利活動法人升り||ク リーンエイ ド・フォーラム定款

第 1章 総  則

第 1条 (名称)

この法人は特定非営利活動法人升訓|ク リーンエイ ド・フォーラムと称する。

第 2条 (所在D

この法人は主たる事務所を東京都江戸川区東ノJЧ公川三丁目35番 13号ニックハイム船堀204に置く。

第 3条 (目 的)

この法人は以下のことを目的とする。

1 荒川のクリーンアップを通じて川と親しみ、市民の環境保全の意識を高揚すること

2 活動を通じて市民が自発的に参画し、アジェンダ21に示された「行政」「自治体」「企業」など他セクタ

ーとのパー トナーシップの実現をめざすこと

3'制 |1沿川住民による河 II環境保全の活動を進め、河 II管理への市民権を確立していくこと

第4条 (活動のラ國o

この法人は、前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)環境の保全を図る活動

(3)災害救援活動

(4)国際協力の活動

(5)子どもの健全育成を図る活動

(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条 (活動に係る事業のラ国o

第 3条の目的を達成するために、この法人は以下の特定非営利活動に係る事業を行う。

・荒川クリーンエイ ドの運営に関する事業

・環境教育の推進に関する事業

・生物多様性の保全に関する事業

・流域・全国 。世界 0他セクターとの連携に関する事業

・広報 。情報発信に関する事業

。その他、本法人の目的達成のために必要な事業

第2章 会 員

第6条 (会員)

この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営禾I偏置促進法における社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体:

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体D
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(3)特別賛助会員    荒川クリーンエイ ドに参加する自治体等。

(4)名誉会員 この法人に功績のあつた個人または団体の中から、名誉会員として理事会において推薦された個人又は

団体し

第7条 (入会)

正会員は、次に掲げる条件を備えなければならなし、

(1)この法人の主旨を理解し、可能な範囲でこの法人の目的の達成、及び、組織の発展に協力すること。

(2)総会及びこの法人の主催する集会に必要に応じて参加もしくは意見を表明し、積極的に運営に参加すること。

2  正会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。

3  理事会は、入会の申し出があった場合は、その者が第 1項各号に掲げる条件に適合すると認められるときは、正当な理

由がない限り、入会を認めなければならない。

4  代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、理事会の議決に基づき、速やかに、理由を付した書面をもって、本人

にその旨を通知しなければならない。

5  1賛助会員、及び、特別賛助会員として入会しようとする:者は、その旨を記載した入会申込書を提出し、理辱唯ギが承認し

た時点で入会となる。

6  名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾を持って会員となる。

第8条 (会費)

正会員は、理事会において定める会費を納入しなければならない。

第 9条 (退会)

会員は、退会の届けをい に提出して、′任意に退会す
・ることができる。

2  会員が死亡したとき、団体にあつては解散したときは、退会したものとみなす。

3  継続して、2年以上会費を滞納したとき。

4  除名されたとき。

第 10条 鮨名 )

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以

上の議決に基づき除名することができる。

(1)こ の定款又は規則に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

第3章 役 員

第 11条 (役員の種男il及び定脚

この法人に次の役員を置く。

(1)理事  5～ 15名

(2)監事   2～ 3名

第 12条 (役員の選0

理事は、総会において会員 (団体にあってはその代表者)の中から選任する。監事は、総会において選任する。

2  理事と監事は兼任することはできない。

3  理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
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(1)代表理事      1名

(2)副イ
:ヽ

ヨそ憂整事      孝争干彰名

(3)事務局長      1名

4  役員のうちにはそれぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役

員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員の総数の3分の 1を超えて含まれることになってはならなし、

5  役員の定年は満 80歳 とし、その年に満 80歳を迎える者は選出されない。

第 13条 (理事の職務)

代表理事はこの法人を代表し、その業務を統話する。

2  冨:状表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときはその職務を代行する。

3  1理事は、理事会の構成員として、法令 。定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。

第 14条 (監事の職務)

監!事
:は次の業務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(5)1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。

第 15条 (役員の任期)

役員の任期は 1年とする。ただし再任を妨げない。

2  補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第 16条 0鋼つ

役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会において 3分の2以上の

議決に基づいて解任することができる。

(1)′ L湯'の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反があると認められるとき。

(3)その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

第 17条 (役員の報卵

役員は、その総数の3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2  役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。

3  前 2項に関し、理事に関わる必要な事項は理事会の議決を経て、また監事に関わる必要な事項は総会の議決を経て、

代表理事が別に定める。

第4章 顧 問

第 18条 (顧問)

この法人に、顧間を若干名置くことができる。
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顧間は、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。

顧間は、業務について代表理事の諮問に応える。

第 19条 (総会)

総会は、この法人の最高の意志決定機関であって、特定非営利活動促進法におけるこの法人の社員である正会員をも

って構成する。

2  賛助会員、特別賛助会員、名誉会員及び顧間は、総会に出席し意見を述べることができる。

3  総会は定期総会と臨時総会とする。

第20条 (総会の
'自
D

総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

(1)定款の変:甦

(2)解散及び他の特定非営利活動法人との合併。

(3)会員の除名。

(4)事業計画及び予算の決定及び変更。

(5)事業報告及び決算の承認。

(6)役員の選任、解任、職務、監事の報酬。

(7)残余財産の帰属先。

(8)多額の長期借入その他重大な義務の負担及び権利の放棄。

(9)その他この法人の運営に関する:重要葬見

第21条 (総会の開イD

定期総会は、毎年 1回開催する。

2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)会員の5分の 1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

(3)監事から招集があったとき。

第22条 (総会の招集)

総会は、前条第 2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、代表理事が招集する。

2  代表理事は、前条第 2項第 2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければ

ならない。

3  総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面、ファクシミリ又はi署詢均方法をもって、す

くなくとも7日 前までに会員に対して通知しなければならなし、

第23条 (総会の議長)

総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

第24条 (総会の定足拗

総会は、正会員の2分の 1以上の出席がなければ開会することができない。

第25条 (総会の議決)
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総会における議決事項は、第22条第 3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。

2  総会の議事は、この定款に規定するもののほ力、 出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

3 各正会員の表決権は平等なものとする。

第26条 (総会における書面表決等)

やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ又は

電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2  前項の場合における前 2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

第27条 (会議の議事録)

総会の議事については、議長において書面又は
'密

詢均方法をもって議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその会議に出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押

印をしなければならない。

第6章 理事会

第28条 (理事会の構,カ

理事をもって理事会を構成する。

2  理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総1会の議決した事項の執行に関す
・る:裳見

(2)総会に付議すべき事曳

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事曳

第29条 (理事会の開催)

理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)代表理事が必要 と認めたとき。

(2)理事現在数の3分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3)監事から招集の請求があったとき。

2  代表理事は前項第 2号及び3号の請求があったときは、その日から7日 以内に理事会を招集しなければならず、代表理

事がその期間内にこれを行わないときは、請求者が自ら招集できるものとする。

第30条 (理事会の議事)

理事会の議長は代表理事がこれにあたる。

2  理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

3  理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決する。

4  やむを得ない理由のため|ご婆事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリ又は

電磁的方法をもって表決することができる。この場合、第2, 3項の規定の適用については、出席したものとみなす。

5 理事会の議事については、議長において議事録を作成し、議長及びその他の理事 1人以上が、署名押印しなければなら

ない。
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第31条 (資産の欄拗

この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)事業に伴う収益

(5)財産から生じる収益

(6)その他の収益

第32条 (資産の管ロ

この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

2  この法人の経費は資産をもって支弁する。

第33条 (予算及び決算)

この法人の事業計画及び予算は、総会の議決を経て定める。但し、総会の日まで前年度の予算を基準として執行し、

それによる収益費用は、成立した予算の収益費用とすることができる。

2 決算は事業年度終了後 3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書とともに、監事の監査を受け、

総会に於いて承認を得なければならない。

3  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

4  この法人の会計については、T般会計のほ力、必要により特男I指 計ヽを設けることができる。

5  予算を持って定めるもののほ力、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、またはオ勧 lJを放棄しようとするときは、

総:会の議決を経:なければならない。

第34条 (事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月 1日 に始まり翌年3月 31日 に終わる。

第8章 定款の変更及び解散

第35条 (定款の変更)

この定款は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の議決を経なければ変更

することができない。

第36条

“

輔Ю

この法人は、特定非営利活動促進法第31条第 1項第3号から第7号の規定によるほ力＼総会において正会員総数の

4分の3以上の決議を経て解散する。

第37条 (残余財産の処分)

この法人の解散のときに有する残余財産は、予め成立した総会において正会員総数の4分の3以上の議決によつて定め

られたところの、目的を同じくする他の特定非営利活動法人もしくは特定非営利活動促進法第11条第3項の規定による

ところの他の公益法人もしくは国又は地方公共団体に帰属する。
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第9章 運営委員会

第38条 (運営委員会)

この法人の会務及び事務運営を円滑に行うため、運営委員会を設置することができる。

2 運営委員会は運営委員によつて構成される。

3  運営委員は会員の中から理事会の承認を得て囀 が任免する。

4 理事は運営委員と兼職することができる。

5 運営委員は事務局長もしくは職員と兼職することができる。

6  運営委員の定年は満 80歳とし、その年に満 80歳を迎える者は選出されない。

第10章  事務局

第39条 (事務局の設置等)

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2  :事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3  職員は代表理事が任免する。

4  理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。 ・

5  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第40条 (備え付け写劃鋤

事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。

2  事務局は毎年度初めの3月 以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、作成の日から起算して5年が経過

した日を含む事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。

(1)蒔 度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び活動計算書

(2)役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)

(3)前号の役員名簿に記載された者のうち蒔 度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面

(4)前事業年度において会員であった10人以上の者の氏名 (団体にあつてはその名称及び代表者氏名)及び住所又は

居所を記載した書面

第41条 (閲:D

会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに

応じなければならない。

第 11章 雑 則

第42条 (公告)

この法人の公告は官報においてこれを行う。

ただし、法第28条の2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第43条 (Z訂∋

この定款に定めるもののほ力、 この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
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付 則

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4

Ｆ
Ｄ

ハ
０

この定款は、この法人の設立の日から施行する。

この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

この法人の設立初年度の役員の任期は、第 15条第 1項の規定に力功 わヽらず、この法人成立の日から西暦2000年

3月 31日 までとする。

この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第33条第 1項の規定に力功 わヽらず、設立総会の定めるところに

よる。

この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定に力功 わヽらず、設立の日から西暦2000年 3月 31日までと

する。

この法人は、この法人の前身である任意団体弗洲 クリーンエイ ド・フォーラム (代表・佐藤正兵)の事業及び財産、

債権、債務を全て引き継ぐものである。

この改定定款は、2002年 5月 18日 から施行する。

この改定定款は、 2003年 5月 17日 から施行する。

この改:定定款は、 2009年 5月 16日 から施行する。

この改定定款は、 2011年 5月 14日から施行する。

この改定詠 は、2017年 5月 15日 から施行する。

この改定定款は、2018年 5月 15日 から施行する。

この改定定款は、2019年 5月 14日 から施行する。

この改定定款は、2019年 9月 13日 から施行する。

この改定定款は、 2020年 12月 23日から施イ
:■
ケる。

この改淀:定款は、 2021年 7月 28日からi施行す
・る。
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別 表  設立当初の役員

役職名 氏 名

代表理事 野 村 圭 佑

副代表理事 薄 井  洋

同 増 田  力

事務局長 佐 藤 正 兵

理事 林 美 恵 子

同 加 本 和 美

監事 菅 谷 輝 美
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